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正　　　　　誤

  規　　　　　則  

　山形県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第33号

　　　山形県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

　山形県母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和39年12月県規則第84号）の一部を次のように改正する。

平成23年６月３日（金）

第2248号

 

毎 週 火・金 曜 日 発 行
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　第３条中「政令」を「政令第８条第４項及び」に改め、同条第２号を削り、同条第３号中「満60歳以下」を「満

65歳未満」に改め、同号を同条第２号とする。

　第６条第１項中「とする。」を「とする。次項、」に改め、同条第２項中「ときは、」を「ときにあつては」に、

「保証人は」を「保証人が、保証人が死亡したときにあつては借受者が」に、「母子福祉資金借受者死亡届」を「母

子福祉資金借受者等死亡届」に改める。

　第11条第１項中「母子福祉資金借受者死亡届」を「母子福祉資金借受者等死亡届」に改める。

　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　第18条第１項の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、「次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

条第１項」を「次項、次条第１項」に、「第７条第１項及び」を「第６条第２項、第７条第１項及び」に、

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第１号(1)及び別記様式第１号(2)中「３％」を「1.5％」に改める。

　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第６号の３中　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

る。

　別記様式第14号中「母子（寡婦）福祉資金借受者死亡届」を「母子（寡婦）福祉資金借受者等死亡届」に、「借

　　　　　「借受者
受者が」を　　　　が　に改め、同様式注書中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。
　　　　　　保証人　」

　　２　今後の主たる債務者の欄は、保証人が死亡した場合は記入しないこと。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

政令第37条第２

項において準用

する政令第８条

第４項及び政令

第38条において

準用する政令第

９条第１項

政令第８条第４

項及び第９条第

１項

政令第38条にお

いて準用する政

令第９条第１項

政令第９条第１

項

法第32条第１項

において準用す

る法第13条第１

項

法第13条第１項法第32条第１項

において準用す

る法第13条第１

項

第13条第１項

寡婦福祉資金借

受者等死亡届

母子福祉資金借

受者等死亡届

寡婦福祉資金借

受者死亡届

母子福祉資金借

受者死亡届

法第32条第１項

において準用す

る法第13条第１

項

法第13条第１項法第32条第１項

において準用す

る法第13条第１

項

第13条第１項

寡婦福祉資金貸

付停止理由発生

届

母子福祉資金貸

付停止理由発生

届

寡婦福祉資金貸

付停止理由発生

届

母子福祉資金貸

付停止理由発生

届

寡婦福祉資金借

受者等死亡届

母子福祉資金借

受者等死亡届

寡婦福祉資金借

受者死亡届

母子福祉資金借

受者死亡届

児童手当・子ども手当児童手当
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  告　　　　　示  

山形県告示第509号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により平成23年５月18日招集した山形県議会臨時会は、

同月25日閉会した。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第510号

　平成18年３月県告示第293号（山形県立職業能力開発校の授業料等徴収条例第４条及び別表の規定による受講料

の額等）の一部を次のように改正する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　第１項中「とする」を「とする。ただし、東日本大震災又は平成23年３月12日に発生した長野県北部を震源とす

る地震に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村の区域（東京都の区域を除く。）にある事業

所のうち、これらの災害により被害を受けたと認められる事業所の事業主及び労働者に係る受講料の額は、０円と

する」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第511号

　山形県青少年健全育成条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有

害な図書類として指定する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　（図　書）

指定の理由発 行 所 等図書コード等題　　　　　　　　　　　　名
指定

番号

著しく青少年の

性的感情を刺激

しその健全な育

成を阻害するお

それがある。

㈱ 小 池 書 院50627－99始末屋　お銀闇裁き210

㈱日本文芸社52778－97男と女の交差点　悩み多き人妻編211

㈱ 芳 文 社50525－47
特選 恋愛ファイル⑧　○裏 地元恋愛－田舎でピュ

アな秘密の恋－
212

㈱実業之日本社50703－80ひめ竃ごと213

㈱ リ イ ド 社50444－52大奥おんな絵巻214

㈱笠倉出版社15557－06絶対恋愛Sweet  215

㈱ 竹 書 房57620－68○秘 人妻ざかり桃尻づくし216

㈱ 双 葉 社50181－31
男と女の事件ファイル

　 昼下がりのダイヤル
217

㈱ 宙 出 版44655－28限界人妻熟れ専白書218

㈱ 竹 書 房57622－03慾嬢フェティシズム極219

㈱ 双 葉 社50177－98おまかせナースフォース樺220
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山形県告示第512号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、泉田川土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第513号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、泉田川土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

㈱少年画報社50035－99薔薇西洋館①221

辰 巳 出 版 ㈱55250－78極楽レディース濃密編222

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

新庄市十日町3984番地山 科 幸 陽理 事

同　　大字泉田字泉田479番地笹　 昭 一同

同　　大字萩野764番地安 食 賢 一同

同　　　　　　字二枚橋139番地伊 藤 政 昭同

同　　大字昭和921番地樋 口 彦 弥同

同　　大字萩野字塩野369番地工 藤 宣 弥同

最上郡金山町大字下野明569番地の５青 柳　 肇同

東京都杉並区久我山四丁目23番７号岸　 　 　 伊 和 男同

最上郡真室川町大字内町1210番地佐 藤 里 瑠同

新庄市大字荻野267番地星 川 英 男監 事

同　　　　　　字塩野285番地石 川 正 志同

最上郡金山町大字上台356番地渡 部 幸 一同

新庄市五日町5914番地山 尾 順 紀同
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山形県告示第514号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により県営戸沢地区土地改良事業計画を定めたので、

関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　県営戸沢地区土地改良（経営体育成基盤整備）事業計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　戸沢村役場

３　縦覧に供する期間

　　平成23年６月３日から同年７月１日まで

４　その他

　　この告示に係る決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に申し出

ることができる。

　　この決定については、取消しの訴えを提起することはできず、上記の異議申立てについての決定に対しての

み、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、異議申立てについての決

定のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、取消しの訴えを提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

新庄市十日町4428番地の２号地今　 田　 喜 代 美理 事

同　　大字泉田字泉田479番地笹　 昭 一同

同　　大字萩野766番地齋 藤 直 哉同

同　　　　　　字二枚橋139番地伊 藤 政 昭同

同　　大字昭和921番地樋 口 彦 弥同

同　　大字萩野字塩野369番地工 藤 宣 弥同

最上郡金山町大字下野明569番地の５青 柳　 肇同

東京都杉並区久我山四丁目23番７号岸　 　 　 伊 和 男同

最上郡真室川町大字内町1014番地横 山 良 悦同

新庄市大字萩野214番地星 川 洋 一監 事

同　　　　　　字塩野285番地石 川 正 志同

最上郡金山町上台120番地伊　 藤　 喜 美 雄同

新庄市五日町5914番地山 尾 順 紀同
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山形県告示第515号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成23年６月３日から同月16日まで縦覧に供する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　山形山寺線

２　供用開始の区間　　山形市薬師町二丁目440番３から

　　　　　　　　　　　同　　印役町一丁目14番28まで

３　供用開始の期日　　平成23年６月３日

  人事委員会関係  

訓　　　　　令

山形県人事委員会訓令第３号

事　　務　　局

　事務局文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成23年６月３日

山 形 県 人 事 委 員 会　　 　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　俊　　　彦

　　　事務局文書取扱規程の一部を改正する訓令

　事務局文書取扱規程（昭和42年３月県人事委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

　第11条中「余白等（」を「余白等（フアクシミリ装置を用いて送信された文書及び」に、「担当係長」を「担当

の係長等（以下「担当係長」という。）」に改める。

　第15条第１項中「担当の係長等（以下「担当係長」という。）」を「担当係長」に改める。

　第２章第４節中第39条の３の次に次の１条を加える。

　（送受信の記録の保存）

第39条の４　主任者は、フアクシミリ装置を用いて文書を送受信したときは、当該フアクシミリ装置により出力さ

れた送受信の記録を６箇月間保存しなければならない。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

  公　　　　　告  

　山形県郷土館及び県政史緑地の指定管理者を次のとおり募集する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　募集する施設の名称及び所在地

　(1) 名　称　山形県郷土館及び県政史緑地

　(2) 所在地　山形市旅篭町三丁目４番51号

２　指定の期間

　　平成24年４月１日から平成29年３月31日まで

３　申請者に必要な資格

　　県内に主たる事務所（本店）を有する法人又はその他の団体（以下「法人等」という。）で、次に掲げる要件

を全て満たすものであること。

　　なお、サービスの向上又は効率的な運営を図る上で必要な場合は、複数の法人等がグループを構成しての応募

も可能とする。この場合、当該グループの各構成団体についても、応募資格の要件を満たすこと。

　(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたこ

とがないこと。

　(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同条を準用する場合を含む。）の規定により、本県
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における一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。

　(3) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

　(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。

　(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく更生又は再生

手続を行っていないこと。

　(6) 法人等が次のいずれにも該当しないこと。

　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

　　ロ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日か

ら５年を経過しない者の統制下にあるもの

　　ハ　イ及びロ並びにこれらの構成員（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動（暴力団等と取引をし、

資金を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。

以下同じ。）を行うもの

　　ニ　代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理

事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。以下同じ。）が、暴力団等の利益となる活動を行うもの

　　ホ　代表者等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊

技、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。）を継続的に有しているもの

４　募集要項の配布期間及び配布場所

　(1) 配布期間　平成23年６月６日（月）から同年７月11日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30

分から午後５時15分まで

　(2) 配布場所　山形県生活環境部生活文化課文化振興担当　郵便番号990－8570　山形市松波二丁目８番１号　

電話番号023－630－3156

　　　なお、山形県のホームページからも入手することができる。

５　申請書の受付期間及び受付方法

　(1) 受付期間　平成23年７月８日（金）から同月15日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分か

ら午後５時15分まで

　(2) 受付方法　４の(2)に掲げる場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な

方法によるものとし、平成23年７月15日（金）までの消印のあるものに限り、受け付ける。

６　その他　

　　この募集に関する問い合わせは、４の(2)に掲げる担当に行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県県民会館の指定管理者を次のとおり募集する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　募集する施設の名称及び所在地

　(1) 名　称　山形県県民会館

　(2) 所在地　山形市七日町三丁目１番23号

２　指定の期間

　　平成24年４月１日から平成29年３月31日まで

３　申請者に必要な資格

　　県内に事務所を有する法人又はその他の団体（以下「法人等」という。）で、次に掲げる要件を全て満たすも

のであること。

　　なお、サービスの向上又は効率的な運営を図る上で必要な場合は、複数の法人等がグループを構成しての応募

も可能とする。この場合、当該グループの各構成団体についても、応募資格の要件を満たすこと。

　(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたこ

とがないこと。

　(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同条を準用する場合を含む。）の規定により、本県

における一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。

　(3) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

　(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。

　(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく更生又は再生
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手続を行っていないこと。

　(6) 法人等が次のいずれにも該当しないこと。

　　イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

　　ロ　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日か

ら５年を経過しない者の統制下にあるもの

　　ハ　イ及びロ並びにこれらの構成員（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動（暴力団等と取引をし、

資金を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。

以下同じ。）を行うもの

　　ニ　代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理

事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。以下同じ。）が、暴力団等の利益となる活動を行うもの

　　ホ　代表者等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊

技、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。）を継続的に有しているもの

４　募集要項の配布期間及び配布場所

　(1) 配布期間　平成23年６月６日（月）から同年７月11日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30

分から午後５時15分まで

　(2) 配布場所　山形県生活環境部生活文化課文化振興担当　郵便番号990－8570　山形市松波二丁目８番１号　

電話番号023－630－2306

　　　なお、山形県のホームページからも入手することができる。

５　申請書の受付期間及び受付方法

　(1) 受付期間　平成23年７月８日（金）から同月15日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分か

ら午後５時15分まで

　(2) 受付方法　４の(2)に掲げる場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な

方法によるものとし、平成23年７月15日（金）までの消印のあるものに限り、受け付ける。

６　その他　

　　この募集に関する問い合わせは、４の(2)に掲げる担当に行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工観光部商業・まちづくり振興課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに山形

市役所において平成23年10月３日まで縦覧に供する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＬＩＸＩＬビバ山形元木店舗

　　山形市南二番町５番５号

２　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

　　 （変更前）

    　（変更後）

所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地　　名　　　　　称　　

山形市南二番町５番５号トステムビバ山形元木店舗

所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地　　名　　　　　称　　

山形市南二番町５番５号
ＬＩＸＩＬビバ山形元木店

舗
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　(2) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  　  （変更前）

   　 （変更後）

３　変更年月日

　　平成23年４月１日

４　届出年月日

　　平成23年５月17日

５　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成23年10月３日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工観光部商業・まちづくり振興課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに天童

市役所において平成23年10月３日まで縦覧に供する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　天童ショッピングセンター

　　天童市鍬ノ町土地区画整理事業地内17街区３番外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　マックスバリュ東北株式会社　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　　代表取締役　宮地邦明

３　変更する事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　（変更前）

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

豆 成 勝 博埼玉県上尾市上298番地の１トステムビバ株式会社

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

豆 成 勝 博埼玉県上尾市上298番地の１株式会社ＬＩＸＩＬビバ

閉 店 時 刻開 店 時 刻小 売 業 を 行 う 者

終日営業マックスバリュ東北株式会社

午後９時午前10時株 式 会 社 ツ ル ハ

午後７時午前10時株式会社アーツフィールド
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　（変更後）

４　変更年月日

　　平成23年５月19日

５　届出年月日

　　平成23年５月18日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成23年10月３日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工観光部商業・まちづくり振興課及び最上総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに新庄

市役所において平成23年10月３日まで縦覧に供する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　新庄ショッピングセンター

　　新庄市五日町字清水川1291番２外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　マックスバリュ東北株式会社　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　　代表取締役　宮地邦明

３　変更する事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　（変更前）

閉 店 時 刻開 店 時 刻小 売 業 を 行 う 者

終日営業マックスバリュ東北株式会社

午後７時30分午前８時30分株 式 会 社 キ ン グ

午後８時午前10時 株 式 会 社 大 創 産 業

午後９時午前10時株 式 会 社 ツ ル ハ

閉 店 時 刻開 店 時 刻小 売 業 を 行 う 者

終日営業マックスバリュ東北株式会社

翌日の午前０時午前７時株 式 会 社 ツ ル ハ

午後７時午前10時株式会社アーツフィールド
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　（変更後）

４　変更年月日

　　平成23年５月19日

５　届出年月日

　　平成23年５月18日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成23年10月３日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成24年度山形県立農業大学校の入校者を次のとおり募集する。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　募集人員

　　50名

２　応募資格

　　学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく高等学校を卒業した者（平成24年３月に卒業見込みの者を含む。）

又はこれと同等の学力を有すると知事が認めた者

閉 店 時 刻開 店 時 刻小 売 業 を 行 う 者

終日営業マックスバリュ東北株式会社

午後７時30分午前８時30分株 式 会 社 キ ン グ

午後８時午前10時株 式 会 社 大 創 産 業

翌日の午前０時午前７時株 式 会 社 ツ ル ハ

午後10時午前９時株式会社ハムシステム庄内

午後８時午前10時株 式 会 社 コ ナ カ

午後７時午前10時株 式 会 社 エ イ ア ン ド シ ー

午後９時午前10時有 限 会 社 プ ロ ー ド

午後10時午前９時株式会社ハムシステム庄内

午後８時午前10時株 式 会 社 コ ナ カ

午後７時午前10時株 式 会 社 エ イ ア ン ド シ ー

午後９時午前10時有 限 会 社 プ ロ ー ド
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３　応募手続

　　入校志願書を次の期間内に新庄市大字角沢1366番地　山形県立農業大学校に提出すること（郵送による提出の

場合は、当該期間の末日までの通信日付印があるものに限り有効とする。）。

　(1) 推薦入校　　　　　平成23年10月20日（木）から同月27日（木）まで

　(2) 一般入校（前期）　平成23年11月21日（月）から同月29日（火）まで

　　　　　　　（後期）　平成24年２月３日（金）から同月10日（金）まで

４　選考試験

　(1) 推薦入校

　　イ　期　　日　　平成23年11月11日（金）

　　ロ　場　　所　　山形県立農業大学校

　　ハ　試験科目　　小論文及び面接

　(2) 一般入校

　　イ　期　　日　　前期：平成23年12月９日（金）

　　　　　　　　　　後期：平成24年２月27日（月）

　　ロ　場　　所　　山形県立農業大学校

　　ハ　試験科目    数学Ⅰ、生物Ⅰ、農業科学基礎及び環境科学基礎の４科目の中から選択した１科目、国語総合

（古典を除く。）、小論文並びに面接

５　その他

　(1) 山形県立農業大学校への入校については、１から４までに掲げる事項のほか、平成24年度山形県立農業大学

校学生募集要項に定めるところによる。

　(2) 詳細については、山形県立農業大学校（電話0233(22)1527）、農林水産部農政企画課（電話023(630)2422）又

は最寄りの総合支庁産業経済部農業技術普及課に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受け

る。

　　平成23年６月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　平成23年度山形県建設事業情報総合管理システムに係るソフトウェアの賃貸借サービス　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県県土整備部建設企画課システム開発担当　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2673

３　随意契約の相手方を決定した日　平成23年３月29日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　テクノ・マインド株式会社山形支社　山形市東山形一丁目６番26号

５　随意契約に係る契約金額　40,446,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）第10条第１項第２号該当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成23年度における教科書展示会の開催は、次のとおりとする。

　　平成23年６月３日

山 形 県 教 育 委 員 会　　 　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

１　教科書展示会の開始の時期

　　平成23年６月17日（金）

２　教科書展示会の期間

　　14日間　各日午前９時から午後４時45分までとする。

３　会場及び展示内容
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　備考　土曜日及び日曜日の開催並びに展示期間及び終了時刻の延長については、会場により異なる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第１条に規定する

技能検定員審査及び第10条第１項に規定する教習指導員審査を次のとおり実施する。

　　平成23年６月３日

山 形 県 公 安 委 員 会　 　　　　　　　

委 員 長　　中　　　山　　　眞　　　一

１  審査の種類

　(1) 技能検定員審査

　　ア　技能検定員審査（大型）

　　イ　技能検定員審査（中型）

　　ウ　技能検定員審査（普通）

展　示　内　容教　科　書　展　示　会　会　場

小学校用教科書

中学校用教科書

高等学校用教科書

特別支援学校用教科書（一般図書を含む）

 天童市大字山元字犬倉津2515番地

 山形県教育センター

小学校用教科書

中学校用教科書

特別支援学校用教科書 

 山形市城西町二丁目２の15

 山形市総合学習センター

小学校用教科書

中学校用教科書

特別支援学校用教科書

 上山市元城内５番５号

 上山市立上山小学校

小学校用教科書

中学校用教科書

高等学校用教科書

特別支援学校用教科書

 寒河江市大字西根字石川西355番地

 山形県村山教育事務所

小学校用教科書

中学校用教科書

特別支援学校用教科書 

 村山市中央一丁目３番６号

 北村山視聴覚教育センター

小学校用教科書

中学校用教科書

高等学校用教科書

特別支援学校用教科書

 新庄市金沢字大道上2034番地

 山形県最上教育事務所

小学校用教科書

中学校用教科書

特別支援学校用教科書 

 米沢市金池三丁目１番55号

 米沢市教育研究所

小学校用教科書

中学校用教科書

高等学校用教科書

特別支援学校用教科書

 長井市高野町二丁目３番１号

 山形県置賜教育事務所

小学校用教科書

中学校用教科書

高等学校用教科書

特別支援学校用教科書

 東田川郡三川町大字横山字袖東７番１号

 山形県庄内教育事務所

小学校用教科書

中学校用教科書

特別支援学校用教科書

 酒田市中町一丁目４番10号

 酒田市役所中町庁舎内
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　　エ　技能検定員審査（大特）

　　オ　技能検定員審査（大自二）

　　カ　技能検定員審査（普自二）

　　キ　技能検定員審査（ 牽 引）
けん

　　ク　技能検定員審査（大型二種）

　　ケ　技能検定員審査（中型二種）

　　コ　技能検定員審査（普通二種）

　(2) 教習指導員審査

　　ア　教習指導員審査（大型）

　　イ　教習指導員審査（中型）

　　ウ　教習指導員審査（普通）

　　エ　教習指導員審査（大特）

　　オ　教習指導員審査（大自二）

　　カ　教習指導員審査（普自二）

　　キ　教習指導員審査（ 牽 引）
けん

　　ク　教習指導員審査（大型二種）

　　ケ　教習指導員審査（中型二種）

　　コ　教習指導員審査（普通二種）

２　審査の期日及び場所

　(1) 期　日

　　　平成23年７月４日（月）から同月８日（金）までの間において、前項の技能検定員審査及び教習指導員審査

の種類ごとに別に指定する日

　(2) 場　所

　　　天童市大字高擶1300番　山形県総合交通安全センター

３　審査の申請手続　

　(1) 申請手続

　　　審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式第１号）に山形県指定自動車教習所規程（昭和53年

６月県公安委員会告示第15号）第５条第１項各号に掲げる書類を添えて、山形県警察本部交通部運転免許課

（以下「運転免許課」という。）に提出すること。

　(2) 申請の受付期間及び受付時間

　　　平成23年６月13日（月）から６月17日（金）までの日の午前８時30分から午後５時 15分まで

４　審査手数料

　　審査手数料は、山形県手数料条例（平成12年３月県条例第８号）第２条第２項第８号及び第10号に規定する額

とする。

５　その他

　　詳細については、運転免許課（電話023－655－2150）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第４項の規定により、住民監査請求に係る監査の結果を次のとおり

公表する。

　　平成23年６月３日

山形県監査委員　　小　　　山　　　壽　　　夫

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

第１　請求の受付

　１　請求人

　　　山形市相生町５番25号

　　　弁護士法人あかつき佐藤欣哉法律事務所気付

　　　市民オンブズマン山形県会議　代表者　髙橋敬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　渡邊　寛

　　　米沢市中央４丁目３番17号　　　　　　髙橋敬一

　　　山形市大字門伝4158番地　　　　　　　渡邊　寛
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　２　請求書の提出

　　　平成23年３月28日

　３　請求の内容（措置請求書の原文に即して記載した。）

　　(1) 措置の要求

　　　　山形県知事が別紙「山形県議会政務調査費違法・不当支出一覧表」記載の山形県議会議員に対して、平成

21年度において交付した政務調査費のうち、前記「一覧表」の「違法・不当支出額（円）」記載の金額の返

還請求権の行使をしないことは、財産管理を不当に怠るものであるから、地方自治法第242条第１項に基づ

き、監査委員が山形県知事に対し、その行使をするよう勧告することを請求する。

　　(2) 請求の理由（違法・不当な行為）

　　　ア　別紙「山形県議会政務調査費違法・不当支出一覧表」（以下「一覧表」という。）の「議員氏名」欄記載

の県議会議員は、平成21年度において、月額金28万円の政務調査費の交付を受けている。

　　　イ　その政務調査費は、地方自治法第100条第14項の「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の

一部として」の定めを受けて、「山形県政務調査費の交付に関する条例」に基づき、山形県議会議員に交

付されているものである。

　　　　　従って、県議会議員のその交付金の使途は、「県政に関する」調査研究に資するために必要な経費の目

的に限定されることになる。

　　　ウ　「一覧表」記載の「違法・不当支出額（円）」欄記載の金額は、前項の目的外の使途と判断されるべき

で、その使途は違法、少なくとも不当と評価されるべきである。

　　　　　なお、その支出の具体的内容は、事実証明書として提出した各県議会議員にかかる「請求明細」資料で

特定しており、その支出が、違法・不当である理由も、その「請求明細」資料で、個別に明らかにしてい

る。

　　　エ　なお、山形県議会では、この政務調査費の使途に関して、一定の基準（条例施行規程及びその規程内容

を具体化した「山形県政務調査費の取扱いに対する要領」並びに「使途基準運用の目安」）を策定してい

るが、たとえ、その基準に従って外形的には使途されているとしても、その使途の実質的内容が問われる

べきであり、その使途の外形で、当・不当や合法・違法の判断がなされるべきものではないことを念のた

め付言する。

 

（別紙）

　山形県議会政務調査費違法・不当支出一覧表

違法・不当支出額（円）議席番号・議員氏名

80,896　２　吉村和武

30,166　３　楳津博士

19,840　４　高橋啓介

81,785　５　阿部昇司

18,800　６　森谷仙一郎

86,014　７　鈴木　孝

222,112　９　竹田千恵子

170,797１０　菅原　元

177,846１３　木村忠三

66,198１４　伊藤誠之

170,149１５　青柳信雄

194,733１６　小池克敏

100,719１７　中川　勝

6,517１８　小野幸作

497,500１９　児玉　太

236,665２１　伊藤重成

173,499２２　舩山現人

12,960２３　寒河江政好

90,610２４　吉田　明
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326,139２５　田沢伸一

99,265２６　森田　廣

100,092２７　坂本貴美雄

1,939,775２８　星川純一

168,060２９　加藤国洋

661,249３０　佐藤藤彌

504,510３１　澤渡和郎

78,287３２　志田英紀

310,350３３　野川政文

51,000３４　広谷五郎左エ門

446,600３５　土田広志

426,238３６　阿部賢一

10,518３７　鈴木正法

169,569３８　佐貝全健

27,883３９　平　弘造

790,800４０　阿部信矢

35,670４１　今井榮喜

61,701４３　松澤洋一

94,088４４　後藤　源

8,739,600

金額(円)件数区　　　　　　　分

県議会より費用弁償が行われた置賜地域議員協議会関係Ａ

1,9611　①二重支出ではないか

24,2901　②費用弁償が行われ、協議会に出席している筈なのに支出されている旅費

30,0006
　③閉会後政務調査費を充当するのに適さない飲食を主目的とする懇談会会費

の支出（会場米沢市「志ん柳」）

主催の県（総合支庁）等より費用弁償が行われたと思われる会合Ｂ

１　置賜総合支庁意見交換会（５月８日）

5,8466　①二重支出ではないか

39,3008　②閉会後飲食を主目的とする懇談会費（会場米沢市「志ん柳」）

２　置賜総合支庁行政懇談会（５月20日）

7,6267　①二重支出ではないか

35,0007　②閉会後飲食を主目的とする懇談会費（会場米沢市「志ん柳」）

３　置賜総合開発協議会行政懇談会（11月20日）

8,3624　①二重支出ではないか

30,0006　②閉会後飲食を主目的とする懇談会費（会場長井市タスパークホテル）

４　最上総合支庁県政懇談会（４月24日）

6,2064　①二重支出ではないか

20,0004　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（新庄市　　　）

５　最上総合支庁県政検討会（予算説明会）（2010年２月17日）

2,0723　①二重支出ではないか

20,0004　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（新庄市「とりや」）

６　村山総合支庁西庁舎西村山地区政策意見交換会（４月24日）

3,8853　①二重支出ではないか

15,0003　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（寒河江市割烹旅館「叶屋」）

事実証明書＜請求明細＞（要約）
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　（注）　この要約は、請求書に添えられたものから作成した。 

　４　監査委員の除斥

　　　平成23年４月29日に任期満了により退任した野川政文監査委員及び寒河江政好監査委員並びに平成23年５月

24日に就任した舩山現人監査委員及び広谷五郎左エ門監査委員は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第199条の２の規定により除斥した。

　５　請求の受理

　　　本件請求は、法第242条第１項に定める要件を具備していると認め、平成23年４月15日に受理した。

第２　監査の実施

　１　監査対象事項

　　　平成21年度に山形県議会議員（以下「議員」という。）に交付された政務調査費の調査研究費のうち請求人

から請求のあった支出が、違法又は不当な公金の支出に当たるか否か、また、知事が返還請求権を行使しない

ことが財産の管理を怠る事実に当たるか否かを監査対象とした。

　２　証拠の提出及び陳述

　　　法第242条第６項の規定により、平成23年４月20日、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

　　　証拠の提出及び陳述には、請求人の市民オンブズマン山形県会議の代表である髙橋敬一及び渡邊寛並びに代

理人である佐藤欣哉、外塚功、遠藤健一郎及び舟越範夫の６名が出席した。

　　　新たな証拠の提出はなかった。

　　　陳述における請求人の主張の要旨は次のとおりであった。

　　　①　山形県議会情報公開条例に基づき、平成20年度に引き続き、平成21年度も政務調査費に係る収支報告書

の開示請求を行い、開示された収支報告書の問題点の分析を行ったものである。

　　　②　平成20年度の収支報告書の問題点について、山形県議会議長（以下「議長」という。）に公開質問書を提

出し、改善されることを期待したが、平成21年度の収支報告書にも同じような問題点が見られたことから、

監査請求に至ったものである。

　　　③　政務調査費の書類の量が膨大であることから、調査研究費に限定して監査請求したものである。

　　　④　山形県議会（以下「議会」という。）で作成した政務調査費の手引に違反しているものは、明らかに違

法、少なくとも不当と判断されるべきである。

７　村山総合支庁西庁舎所管事業説明会（５月28日）

2,9353　①二重支出ではないか

15,0003　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（寒河江市割烹旅館「吉本」）

８　村山総合支庁北庁舎北村山地域政策懇談会（４月20日）

1,1103　①二重支出ではないか

15,0003　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（東根温泉「多茂登」）

９　村山総合支庁北村山管内主要事業説明会（５月21日）

9993　①二重支出ではないか

15,0003　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（東根温泉「石亭小松」）

10　村山総合支庁東南村山地域政策意見交換会（４月23日）　

1,1101　①二重支出ではないか

20,0004　②閉会後飲食を主目的とする懇談会（ホテルキャッスル）

5,631,6231,038

　①議員、政治家、市民としての活動であって「政務調査費を充当するのに適

さない活動に要する経費」また、「政務調査費を充当するのに適さない会費

等」に該当すると思われる支出

Ｃ

　②自宅～事務所や県議会棟に移動する経費

　③旅費宿泊費が「特別職の職員の給与等支給条例」に規定する宿泊料の上限

を超えた支出

2,437,275245
条例第10条第２項の趣旨に反し、政務調査の目的、内容、調査相手先等が不明

で検討できず適正な公金の支出とは言い難い報告書

Ｄ

350,00040
自動車運転補助員日当支出は人件費として計上すべきもの（そもそも適正支出

なのか疑問がある）

Ｅ



山　　形　　県　　公　　報 第2248号平成23年６月３日（金曜日）

562

　　　⑤　議会主催の地域議員協議会後の懇親会の経費は、会議終了後に場所も変わっていることから、一体性も

連続性も認められず、手引に反している。山形県の各総合支庁（以下「総合支庁」という。）主催の協議

会も同様である。

　　　⑥　実質的な意見交換を伴わない挨拶やテープカットだけのための会議等への出席、兼務している役員団体

の役員会や総会の支出は、手引で適さないと定めている。

　　　⑦　自宅から事務所や議会への交通費は、政務調査の目的を明示しない限り認められない。また、政務調査

とおぼしき資料のない自家用車利用等の交通費の支出がある。

　　　⑧　特定の議員について、議会へは自家用車を自分で運転しているにもかかわらず、政務調査では運転補助

員に運転をさせ、日当・食事代を支払っており、本当に補助員を付けているのか疑問である。

　３　監査方針

　　　政務調査費支出の適否を判断するため、根拠となっている「山形県政務調査費の交付に関する条例」（以下

「条例」という。）、「山形県政務調査費の交付に関する条例施行規程」（以下「規程」という。）、「山形県政務

調査費の取扱いに関する要領」（以下「要領」という。）及び「政務調査費の手引」（以下「手引」という。）

に基づいて、適正に支出されているか及び社会通念上妥当と判断されるかの観点から監査を行った。

　４　監査対象部局

　　　監査対象部局を、政務調査費の支出事務を担当している山形県議会事務局（以下「議会事務局」という。）

とした。

　５　関係人

　　　法第199条第８項の規定による関係人を、請求人から請求のあった平成21年度政務調査費に関係する議員並

びに関係する山形県各総合支庁長及び置賜総合開発協議会会長とした。

第３　監査の結果

　１　事実証明書＜請求明細＞の検証

　　　請求人が違法又は不当の具体的内容としている事実証明書＜請求明細＞について、その内容の検証を行っ

た。

　　　議会事務局に対する監査において、事実証明書＜請求明細＞の内容確認の状況を聴取するとともに、すべて

の案件について収支報告書原本との突合を行った結果、事実証明書＜請求明細書＞において、請求人の錯誤又

は摘示誤りがあったので、表１のとおり補正して監査を行った。

　　　このことにより、「（別紙）山形県議会政務調査費違法・不当支出一覧表」についても表２のとおり補正して

監査を行った。

　　　なお、収支報告書に目的や具体的内容が記載されているにもかかわらず、事実証明書＜請求明細書＞には記

載されていない案件が散見された。

　　表１

誤正項　目番号氏　名区分

2009/5/212009/5/26支出年月日３吉村和武議員Ｃ

10,39610,395支出額５

80,89680,895支出額計

2010/1/52010/1/8支出年月日９阿部昇司議員Ｃ

2009/5/232009/5/24支出年月日２菅原　元議員Ｃ

1900/1/52009/4/5支出年月日19

2009/12/142009/12/24支出年月日佐藤藤彌議員Ｃ

21,00016,500支出額

661,249656,749支出額計

2010/1/312010/1/30支出年月日澤渡和郎議員Ｃ

5,000ＢとＣの重複記載
Ｂと重複

2009/4/23

46件　499,51045件　494,510件数・支出額計

2009/12/192009/12/20支出年月日56阿部賢一議員Ｃ

2010/1/152010/1/18支出年月日62
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　　表２

　２　監査対象部局の見解

　　　議会事務局の関係職員に対して、政務調査費制度、政務調査費のチェック手続きの実態等についての見解を

聴き取りした。

　　　また、平成21年度政務調査費のうち、本件請求の支出に係る収支報告書の原本を確認するとともに、請求人

の主張に係る議会事務局の見解を聴き取りした。

　　　その内容は、以下のとおりである。

　　(1) 政務調査費制度の沿革

　　　ア　平成12年５月、政務調査費の制度化を内容とする法の一部改正案が衆参両院とも全会一致で可決・成立

し、平成13年４月１日に施行された。

　　　　　改正法では第100条第13項において、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議

員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費

を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例

で定めなければならない。」と規定し、同条第14項においては、「前項の政務調査費の交付を受けた会派又

は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するも

のとする。」と規定された。（現行法では第14項及び第15項に規定）

　　　イ　こうした動きを受け、山形県でも「山形県議会活性化検討委員会」において検討を行い、従来、要綱に

基づき交付されていた山形県議会会派に対する県政調査研究交付金に代えて、議員提案により平成13年３

月に条例を制定（平成13年４月１日施行）し、政務調査費制度を創設した。

　　　ウ　その後、その使途や情報公開のあり方等に関する県民の関心の高まり等、条例制定後の社会情勢の変化

等を踏まえ、政務調査費制度のあり方や当面する諸課題について検討を行うため、平成19年６月、議長の

もとに「山形県議会政務調査費等検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置して検討を行い、平

成20年３月に条例を改正して収支報告書への領収書その他証拠書類の添付を義務付けるとともに、使途基

準の明確化のため要領を制定した。

　　　エ　要領においては、実費支出の原則及び按分等による支出の基本的事項を定めるとともに、各支出科目の

運用の目安及び政務調査費を充当するのに適さない経費を示している。

　　　　　また、検討委員会における政務調査費制度の見直しの中で、手引が平成20年２月21日に決定された。手

引の位置付けとしては、条例、規程及び要領で定めた事務処理方法、使途基準、各種様式を網羅するもの

で、政務調査費の使途などについて、その適否を具体的に判断する際の拠り所となるものである。

19,30016,500支出額１志田英紀議員Ｃ

18,90013,300支出額３

8件　78,2878件　69,887支出額計

2009/7/132009/7/22支出年月日27野川政文議員Ｃ

1,0381,037件数総括表Ｃ

5,631,6235,613,722対象支出額

2009/6/142009/6/5支出年月日７星川純一議員Ｄ

2009/8/302009/8/20支出年月日25土田広志議員Ｅ

2010/2/16

10,000
事実なし

支出年月日

支出額
39

40件　350,00039件　340,000支出額計

違法・不当支出額（円）
議席番号・議員氏名

誤正

80,89680,895　２　吉村和武議員

661,249656,749　30　佐藤藤彌議員

504,510499,510　31　澤渡和郎議員

78,28769,887　32　志田英紀議員

446,600436,600　35　土田広志議員

8,739,6008,711,699（合計の欄）
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　　(2) 政務調査費制度（議員に係るもの）の概要

　　　ア　議員に対して交付すべき政務調査費の額は、１月当たり28万円である。（条例第３条の２）

　　　イ　知事は、四半期ごとに、議員からの請求に基づき交付する。（条例第７条）

　　　ウ　政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費に係る収支報告書を翌年度の４月30日まで議長に提出し

なければならない。（条例第10条）

　　　エ　議員は、交付を受けた額に残余がある場合は、県に返還しなければならない。（条例第12条）

　　　オ　議長は、議員から提出された収支報告書を５年間保存しなければならない。（条例第13条）

　　　カ　何人も収支報告書の閲覧を請求することができる。（条例第14条）

　　(3) 議会事務局によるチェック体制

　　　ア　条例第11条において「議長は、政務調査費の適正な使用を期すため、収支報告書が提出されたときは、

必要に応じて調査を行うものとし、その結果必要があると認めるときは、会派及び議員に対して必要な措

置を講ずるよう求めることができる。」と規定している。

　　　　　議会事務局においては、この規定に基づき、収支報告書及び領収書等の添付書類の内容が使途基準等に

適合するかどうかなどについてチェックを行っている。

　　　イ　チェックの結果、議員からの確認が必要な項目等については文書にて議員ごとに確認し、適宜加筆・修

正等を求めている。

　　　　　その結果、改めて提出された内容について、再度チェックを行い、必要なものについては確認し、加筆・

修正等を求めている。

　　　　　これらのチェック作業については、４月末日に前年度１年分の提出を受けてからチェックを始めては充

分に時間を確保できないことから、四半期ごとに提出を受け、適正なチェックに努めている。

　　(4) 請求人の主張に係る議会事務局の見解

　　　ア　議会事務局としては、政務調査費の支出について前述のとおり適正にチェックを行っている。また、議

員に確認する場合においては、平成22年３月23日最高裁判決における、「議員の調査研究活動は多岐にわた

り、個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断に委ねられる部分があることも

確かである。」との判示等も勘案している。

　　　イ　請求人が事実証明書において摘示している支出については、調査研究費として適正に支出されたもので

あると判断している。

　３　事実関係の確認及び判断

　　　請求書に添付されている「事実証明書＜請求明細＞」の区分（請求人表記のとおり）ごとに、以下のとおり

確認及び判断を行った。

　　(1) Ａ　県議会より費用弁償が行われた置賜地域議員協議会関係

　　　ア　費用弁償と政務調査費との二重支出等について

　　　　(ｱ) 請求人主張の趣旨

　　　　　　議会事務局より費用弁償が支給された置賜地域議員協議会（以下「地域議員協議会」という。）の当

日に支出した平弘造議員及び木村忠三議員の政務調査費に係る交通費等は二重支出ではないか。

　　　　(ｲ) 事実確認

　　　　　ａ　議会事務局に対する監査

　　　　　　　地域議員協議会の主催者であり、また、政務調査費の担当部局である議会事務局に対して、監査で

聴取したところ、次の回答があった。

　　　　　　(a) 地域議員協議会の出席に係る経費に関しては、議会事務局において費用弁償を支出している。

　　　　　　(b) 地域議員協議会は、平成21年11月17日13時から山形県置賜総合支庁において開催し、置賜地域選

出の議員全員が出席している。

　　　　　　(c) 両議員の政務調査に係る日程は確認していないが、調査目的等が使途基準に適合していることか

ら政務調査費の支出は適正である。

　　　　　ｂ　関係人に対する調査

　　　　　　　議会事務局に対する監査では、当日の日程を把握できなかったことから、関係人である平弘造議員

及び木村忠三議員に対して、文書による調査を実施し、次の回答があった。

　　　　　　(a) 平弘造議員は、当日午前に米沢市において別件の政務調査を実施し、一時帰宅した。その後、地

域議員協議会に出席した。
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　　　　　　(b) 木村忠三議員は、前日から引き続き、東京都において別件の政務調査を実施していたが、地域議

員協議会当日に帰宅後、議員協議会に出席した。

　　　　(ｳ) 判断

　　　　　　両議員とも、費用弁償が支出された地域議員協議会とは別件での政務調査活動を行ったものと思料さ

れ、二重支出に当たるとは言えない。

　　　イ　会議に引き続く飲食を伴う懇談会について

　　　　(ｱ) 請求人主張の趣旨

　　　　　　会議閉会後に開催されたものであり、会議との一体性が認められず、政務調査費を充当するのに適さ

ない飲食を主目的とする懇談会である。

　　　　(ｲ) 事実確認

　　　　　　議会事務局に対する監査において、会議の趣旨、使途基準の解釈及び議会事務局としての判断を聴取

したところ、次の回答があった。

　　　　　ａ　会議主催者としての見解

　　　　　　　懇談会は会議と一体的に開催しており、意見交換等を行っている。

　　　　　ｂ　使途基準の解釈及び判断

　　　　　　　手引において、他者が主催する会議に一体又は連続した懇談会への出席に要する経費については、

「政務調査活動としての会議との一体性があり、主催者の開催目的が意見交換等であり、実質的にも

意見交換等が行われた場合に限り、自己負担分（会費等）を調査研究費から支出することはできる。

なお、その額についても社会通念上妥当な範囲とし、目安として5,000円程度とする。」と規定されて

いることから、この場合においても使途基準に適合する。

　　　　(ｳ) 判例等

　　　　　　飲食を伴う会合が、正当な目的を有する政務調査との関係で必要性があり、かつ、金額についても社

会通念上相当であると具体的に認められる場合、政務調査費を飲食代として支出することはできるとの

趣旨の判示がなされている。

　　　　　　また、他県においても、会議等との一体性がある場合は政務調査費としての支出を認めている。

　　　　　（参考：関係判例）

　　　　　・Ｈ19.10.12長野地裁判決Ｈ17（行ウ）第16号

　　　　　・Ｈ20.2.4名古屋高裁判決Ｈ18（行コ）第８号（Ｈ18.6.19金沢地裁判決Ｈ17（行ウ）第６号を引用）

　　　　(ｴ) 判断

　　　　　　意見交換を目的とする会議と一体性があり、実質的にも意見交換が行われていると思料され、金額も

5,000円と社会通念上も妥当な範囲内と認められることから、違法又は不当な公金の支出に当たるとは

言えない。

　　(2) Ｂ　主催の県（総合支庁）等より費用弁償が行われたと思われる会合

　　　ア　費用弁償と政務調査費との二重支出について

　　　　(ｱ) 請求人主張の趣旨

　　　　　　置賜総合支庁意見交換会（５月８日、６名出席）、置賜総合支庁行政懇談会（５月20日、６名出席）、

置賜総合開発協議会行政懇談会（11月20日、４名出席）、最上総合支庁県政懇談会（４月24日、４名出

席）、最上総合支庁県政検討会（予算説明会）（2010年２月17日、３名出席）、村山総合支庁西庁舎西村山

地区政策意見交換会（４月24日、３名出席）、村山総合支庁西庁舎所管事業説明会（５月28日、１名出

席）、村山総合支庁北庁舎北村山地域政策懇談会（４月20日、３名出席）、村山総合支庁北村山管内主要

事業説明会（５月21日、２名出席）、村山総合支庁東南村山地域政策意見交換会（４月23日、１名出席）

について、その出席者は交通費に政務調査費を充当しているが、それぞれの会議の主催者から費用弁償

が支給されていると思われる。二重支出ではないか。

　　　　　　なお、佐貝全健議員は置賜総合支庁意見交換会（５月８日）に欠席していると思われるが交通費を支

出している。

　　　　　　また、置賜総合開発協議会行政懇談会（11月20日）における平弘造議員の政務調査に係る交通費は当

該会議出席に係るものではないが実態はあるのか。

　　　　(ｲ) 事実確認

　　　　　　関係人に対して文書による調査を実施したところ、次のとおり回答があった。
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　　　　　ａ　会議の主催者である関係総合支庁長及び置賜総合開発協議会会長に対する関係人調査

　　　　　　　総合支庁主催の各会議及び置賜総合開発協議会主催の会議については、出席議員に対して費用弁償

は支出していない。

　　　　　ｂ　置賜総合支庁意見交換会（５月８日）における佐貝全健議員の費用弁償に関する置賜総合支庁長に

対する関係人調査

　　　　　　　出席予定であった佐貝全健議員が日程の都合上当日欠席した。

　　　　　ｃ　置賜総合開発協議会行政懇談会（11月20日）における平弘造議員の政務調査に係る交通費に関する

平弘造議員に対する関係人調査

　　　　　　　行政懇談会の開催前に、別件での調査活動を実施している。

　　　　(ｳ) 判断

　　　　　　各会議について、議員への費用弁償の支出の事実はなく、二重支出には当たらない。

　　　　　　また、置賜総合開発協議会行政懇談会（11月20日）における平弘造議員の政務調査に係る交通費に関

しては、別件での政務調査活動を行ったものと思料され、違法又は不当な公金の支出に当たるとは言え

ない。

　　　　　　なお、平成23年５月13日に収支報告書の記載誤りによる訂正が行われた佐貝全健議員の研究調査費

（交通費）1,184円の支出については、請求の理由がなくなったことから、監査対象から除外した。

　　　イ　会議に引き続く飲食を伴う懇談会

　　　　(ｱ) 請求人主張の趣旨

　　　　　　置賜総合支庁意見交換会（５月８日、７名出席）、置賜総合支庁行政懇談会（５月20日、７名出席）、

置賜総合開発協議会行政懇談会（11月20日、６名出席）、最上総合支庁県政懇談会（４月24日、４名出

席）、最上総合支庁県政検討会（予算説明会）（2010年２月17日、４名出席）、村山総合支庁西庁舎西村山

地区政策意見交換会（４月24日、３名出席）、村山総合支庁西庁舎所管事業説明会（５月28日、３名出

席）、村山総合支庁北庁舎北村山地域政策懇談会（４月20日、３名出席）、村山総合支庁北村山管内主要

事業説明会（５月21日、３名出席）、村山総合支庁東南村山地域政策意見交換会（４月23日、４名出席）

について、その出席者は各会議後の懇談会費や代行車料金に政務調査費を充当しているが、会議閉会後

に開催されたものであり、会議との一体性が認められず、政務調査費を充当するのに適さない飲食を主

目的とする懇談会である。

　　　　(ｲ) 事実確認

　　　　　ａ　議会事務局に対する監査

　　　　　　　議会事務局に対する監査において、使途基準の解釈及び議会事務局としての判断を聴取したとこ

ろ、次の回答があった。

　　　　　　　手引において、他者が主催する会議に一体又は連続した懇談会への出席に要する経費については、

「政務調査活動としての会議との一体性があり、主催者の開催目的が意見交換等であり、実質的にも

意見交換等が行われた場合に限り、自己負担分（会費等）を調査研究費から支出することはできる。

なお、その額についても社会通念上妥当な範囲とし、目安として5,000円程度とする。」と規定されて

いることから、この場合においても使途基準に適合する。

　　　　　　　なお、運転代行料に関しては、調査研究費の使途内容として「交通費」を例示しており、これに含

まれると解する。

　　　　　ｂ　関係人に対する調査

　　　　　　　会議の主催者である関係する総合支庁長及び置賜総合開発協議会会長に対して、文書による関係人

調査を実施したところ、会議と一体的に開催されており、意見交換等が行われているとの回答があっ

た。

　　　　(ｳ) 判例等

　　　　　　飲食を伴う会合が、正当な目的を有する政務調査との関係で必要性があり、かつ、金額についても社

会通念上相当であると具体的に認められる場合、政務調査費を飲食代として支出することはできるとの

趣旨の判示がなされている。

　　　　　　また、他県においても、会議等との一体性がある場合は政務調査費としての支出を認めている。

　　　　　（前記(1)－イ－(ｳ)の参考を参照）

　　　　(ｴ) 判断
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　　　　　　意見交換を目的とする会議と一体性があり、実質的にも意見交換が行われていると思料され、金額も

5,000円と社会通念上も妥当な範囲内と認められることから、違法又は不当な公金の支出に当たるとは

言えない。

　　　　　　なお、運転代行料については、本体の会議が調査研究費の対象となること及び交通費としてタクシー

代金の使用を認めていることを考慮すれば、社会通念上、直ちに違法又は不当な公金の支出に当たると

は言えない。

　　(3) Ｃ①　議員、政治家、市民としての活動であって「政務調査費を充当するのに適さない活動に要する経

費」また、「政務調査費を充当するのに適さない会費等」に該当すると思われる支出

　　　ア　請求人主張の趣旨

　　　　　兼務している役員団体の役員会や総会への参加は、政党活動又は私的活動であり「政務調査費を充当す

るのに適さない活動に要する経費」に、挨拶やテープカットだけの出席に要する経費など意見交換を伴わ

ない会合等への参加費は、「政務調査費を充当するのに適さない会費等」に該当すると思われ、これらは

違法、少なくとも不当な支出である。

　　　イ　事実確認

　　　　(ｱ) 議会事務局に対する監査

　　　　　　議会事務局に対する監査において、請求人が違法又は不当の理由としている「政務調査費を充当する

のに適さない活動に要する経費」及び「政務調査費を充当するのに適さない会費等」に関する使途基準

の解釈を聴取するとともに、議会事務局としての判断を聴取したところ、次の回答があった。

　　　　　ａ　議会事務局による使途基準の解釈

　　　　　　(a) 会議費等

　　　　　　　　手引において、具体的に「挨拶、会食やテープカットだけの出席に要する経費」や「飲食を主目

的とした懇談会会費」等を例示していることから、収支報告書に「意見交換を行った」「～につい

て状況を聴き取りした」等の記載があれば充当可能と考える。

　　　　　　　　また、仮に記載がない場合であっても、議員が当該会合に出席した場合に参加者と意見交換等を

行うことは類推できることから充当可能と考える。

　　　　　　　　一般に、多岐にわたる議員活動の中から政務調査費を充当しているものであり、その妥当性につ

いて各議員の合理的な判断があったものと考えられる。

　　　　　　　　また、各種会合に出席した場合、議員は他の参加者との間で情報交換を行うことや県政に関する

ことについて情報を収集することは極めて自然な行為であり、各議員の「調査等を行った」という

判断により、政務調査費を充当することは可能と考える。

　　　　　　(b) 年会費等

　　　　　　　　町会費やＰＴＡ会費等の個人の立場で加入している団体への会費や、団体の活動総体が政務調査

に寄与しないと考えられる団体への会費は対象外であるが、年会費を納入することにより、県政に

関する情報収集、会員との情報交換等を行う場合の会費は充当可能と考える。

　　　　　　(c) 政治活動と思われる経費

　　　　　　　　要領において具体的な例示はないものの、国会議員や市町村議会議員との会合は、当然に意見交

換、県政に係る情報交換を伴うことから、充当可能と考える。

　　　　　　(d) 視察入場料

　　　　　　　　県政上の課題研究に適合するものとして充当可能と考える。

　　　　　ｂ　議会事務局としての判断

　　　　　　　事実証明書＜請求明細書＞に記載されているすべてについて、使途基準に適合していると判断して

いる。

　　　　(ｲ) 関係人に対する調査

　　　　　　収支報告書に調査研究の支出に係る事実内容の記載がないものについては、関係議員に対して文書に

よる調査を実施した。その結果、いずれも意見交換や調査活動が行われているとの回答があった。

　　　　　　なお、監査期間中に次の議員から収支報告書の訂正届出があり、この支出については、請求の理由が

なくなったことから、監査対象から除外した。
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　　　ウ　判断

　　　　　収支報告書の記載内容及び関係人調査の回答から使途基準との適合性及び調査研究の実質があると思料

され、請求人からこれを否定する証拠の提出もなされていないことから、違法又は不当な公金の支出に当

たるとは言えないと判断する。

　　　Ｃ②　自宅～事務所や県議会棟に移動する経費

　　　ア　請求人主張の趣旨

　　　　　自宅から事務所や議会への移動するための交通費は、政務調査の目的を明示しない限り、支出は認めら

れない。

　　　イ　事実確認

　　　　(ｱ) 議会事務局に対する監査

　　　　　　議会事務局に対する監査において、自宅から事務所や議会への移動するための交通費に関する使途基

準の解釈及び議会事務局としての判断を聴取したところ、次の回答があった。

　　　　　ａ　議会事務局による使途基準の解釈

　　　　　　　手引において、調査研究費の中に「交通費実費」が例示され、情報収集等が行われたことが類推で

きる。

　　　　　ｂ　議会事務局としての判断

　　　　　　　自宅から事務所や議会への移動するための交通費は使途基準に適合していると判断している。

　　　　(ｲ) 関係人に対する調査

　　　　　　収支報告書に調査研究の支出に係る事実内容の記載がないものについては、関係議員に対して文書に

よる調査を実施した。その結果、いずれも事務所や議会執務室において政務調査活動が行われていると

の回答があった。

　　　ウ　判断

　　　　　収支報告書の記載内容及び関係人調査の回答から使途基準との適合性及び調査研究の実質があると思料

され、請求人からこれを否定する証拠の提出もなされていないことから、違法又は不当な公金の支出に当

たるとは言えないと判断する。

　　　Ｃ③　旅費宿泊費が「特別職の職員の給与等支給条例」に規定する宿泊料の上限を超えた支出

　　　ア　請求人主張の趣旨

　　　　　山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例に規定する宿泊料を超えた政務調査費の支出は違法又

は不当な支出である。

　　　イ　事実確認

　　　　　収支報告書と突合したところ、金額については、請求人の誤った摘示であることを確認した。

　　　ウ　判断

　　　　　収支報告書には、手引に例示された山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例に規定する宿泊料

の甲地16,500円、乙地13,300円が記載されており、違法又は不当な公金の支出には当たらない。

　　(4) Ｄ　条例第10条第２項の趣旨に反し、政務調査の目的、内容、調査相手先等が不明で検討できず適正な公

金の支出とは言い難い報告書（議員氏名のみ記載・内容別紙）

訂正年月日訂正理由要返還額(円)件数氏　名

平成23年５月13日記載誤り3,330２菅原　元議員

平成23年５月13日記載誤り7,600２青柳信雄議員

平成23年５月13日記載誤り7,440２小池克敏議員

平成23年５月13日記載誤り78,787７阿部賢一議員

誤正項　目番号氏　名

21,00016,500支出額佐藤藤彌議員

19,30016,500支出額１志田英紀議員

18,90013,300支出額３
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　　　　　（注）　条例第10条第２項は、収支報告書の提出期限を定めた規定であり、請求人の誤った引用である。

　　　ア　公共交通機関の交通費、宿泊料及び旅行代金について

　　　　(ｱ) 請求人主張の趣旨

　　　　　　収支報告書の記載からは、調査の目的、内容等が不明で内容を検討できないことから、適正な公金の

支出とは言い難い。

　　　　(ｲ) 事実確認

　　　　　ａ　議会事務局に対する監査

　　　　　　　議会事務局に対する監査において、事実関係を確認し、使途基準の解釈及び議会事務局としての判

断を聴取したところ、次の回答があった。

　　　　　　ａ) 事実関係

　　　　　　　　収支報告書については、条例第10条第１項で様式を定めており、手引では、「事業実施内容」は

調査研究費の主な事業内容（事業名、実施回数、場所、参集範囲等）を、「事業の成果等」は調査

研究活動に係る事業の項目（目的）ごとに事業の成果等を記載するとしているが、当該議員の一部

の収支報告書には、調査の目的、内容等に記載不足があった。

　　　　　　ｂ) 使途基準の解釈及び判断

　　　　　　　　手引の中で使途基準の運用の目安として例示している交通費、宿泊費であることから、調査研究

費である。

　　　　　ｂ　関係人に対する調査

　　　　　　　記載不足の内容を補完するため、関係人に対して文書による調査を実施した結果、調査研究費支給

の対象となる意見交換、調査を実施しているとの回答があった。

　　　　(ｳ) 判断

　　　　　　関係人調査の結果、調査の目的、内容等が明らかになり、使途基準との適合性及び調査研究の実質が

あると思料されることから、違法又は不当な公金の支出に当たるとは言えない。

　　　イ　自家用車利用による調査について

　　　　(ｱ) 請求人主張の趣旨

　　　　　　自家用車を利用した政務調査費に係る交通費の支出については、収支報告書の記載では、政務調査の

目的、内容、調査相手先等が不明で内容を検討できないことから、適正な公金の支出とは言い難い。

　　　　(ｲ) 事実確認

　　　　　ａ　議会事務局に対する監査

　　　　　　　議会事務局に対する監査において、事実関係を確認し、使途基準の解釈及び議会事務局としての判

断を聴取したところ、次の回答があった。

　　　　　　ａ) 事実関係

　　　　　　　　請求人摘示の事実証明書の基資料となった条例第10条第５項に規定する議長が定めた様式（政務

調査費支払証明書）には、走行区間、距離数の記載はあるが、調査相手先等の記載はない。

　　　　　　ｂ) 使途基準の解釈

　　　　　　　　自家用車利用の場合は、領収書の取得が困難なことから、収支報告書に支払証明書を添付し、そ

れには走行区間、距離数及び内容を記載することとしており、調査の相手先まで求めてはいない。

　　　　　　ｃ) 議会事務局の判断

　　　　　　　　手引の中で、調査研究費の交通費に例示されており、適正な政務調査費の支出である。

　　　　　ｂ　関係人に対する調査

　　　　　　　関係人に対して文書による調査を実施したところ、次のとおり回答があった。

　　　　　　　政務調査費に充当するのに適する県政に関する調査として実施したもので、走行距離については、

「自家用車利用時の早見表」を基準に車両メーターの移動実測と合わせ記載したものであり、目的地

への距離と早見表との差異は他を経由した場合である。

　　　　　　　県内をつぶさに回り国に訴え、県、市町村一丸となって交通網、そして流通網の整備促進を続ける

べきであり、そのような意味において、県内を時間のある都度巡回することは必要と考えている。

　　　　(ｳ) 判断

　　　　　　支払証明書には、走行区間、距離数及び調査内容の記載があり、使途基準に適合した政務調査である

と思料され、調査相手先等が記載されていないことをもって直ちに違法又は不当な公金の支出に当たる

とは言えない。
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　　(5) Ｅ　自動車運転補助員日当支出は人件費として計上すべきもの（議員氏名　35土田広志）（内容別紙である

が、そもそも適正支出なのか疑問がある）40件350,000円

　　　　　（注）　収支報告書と突合したところ、請求人の誤った摘示で支出事実がないもの１件10,000円があり、

39件340,000円に補正して監査を行った。

　　　ア　請求人主張の趣旨

　　　　　自動車運転補助員日当は調査研究費ではなく、人件費として計上すべきである。当該議員は、議会へは

自家用車を自分で運転しているにもかかわらず、政務調査では運転補助員に運転をさせ、日当・食事代を

支払っており、本当に補助員を付けて政務調査を実施しているのか疑問である。

　　　イ　事実確認

　　　　　議会事務局に対する監査において、事実関係を確認し、使途基準の解釈及び議会事務局としての判断を

聴取したところ、次の回答があった。

　　　　(ｱ) 事実関係

　　　　　　収支報告書には、調査内容（目的）及び調査場所の記述があり、「視察補助員手当、現場案内、運転

助手」として支出されている。また、視察補助員の領収書も添付されている。

　　　　(ｲ) 使途基準の解釈及び判断

　　　　　　当該事案の場合、特定の補助員を雇用して広範な調査業務に従事させているわけではなく、地域の実

情等を調査するに当たり、その都度、行き先に応じて、地元の方に現場案内を兼ねて運転を依頼してい

るものであるから、支出科目については、契約雇用関係に基づく人件費ではなく、現場調査の手伝いに

対する謝金と捉えれば、調査研究費と考えられる。

　　　ウ　判断

　　　　　収支報告書には、調査目的及び調査場所の記載があり、領収書も添付されていることから、適正な支出

と思料され、現場案内及び自動車運転といった具体的な業務に対する謝礼は、使途基準に適合した調査研

究費と認められることから、違法又は不当な公金の支出に当たるとは言えない。

　４　結論

　　　以上のことから、本件請求については、政務調査費に違法又は不当な支出があったとは言えず、また、知事

が財産の管理を怠った事実も認められないことから棄却する。

　５　意見

　　　本件監査請求に対する監査結果は上記のとおりであるが、このことを踏まえ監査委員の意見を次のとおり付

す。

　　　政務調査費の目的は、議員の県政に関する調査研究と施策立案の一層の充実を図り、併せて更なる議会の活

性化を進めるためのものであり、これをどのように活用するかは本来議員の自律的判断に委ねられるべきであ

る。

　　　その一方、政務調査費は公金から支出されており、その使途は限定され、県民への説明責任が求められてい

るところであり、これまで議会においては、すべての支出について領収書その他の証拠書類の写しの添付を義

務付けるなど、政務調査費の適正化、透明化に向け努力されてきたところである。

　　　しかしながら、今回の監査では、一部の支出について収支報告書に必要事項が記載されていないことなどか

ら、関係人調査を実施することとなったところである。これを契機に、今後、議会において制度の在り方等に

検討を加え、より一層透明性を確保し、県民に対して充分に説明責任を果たすことができる政務調査費制度と

なることを期待するものである。

　参考とした判例

【平成19年10月12日／長野地方裁判所／判決／平成17年（行ウ）第16号】

　・調査研究の場において、目的達成の上で、関係者と飲食等をすることもあり得るところであり、飲食を伴う会

合の会費についても、県の事務所及び地方行政に関する調査研究に伴い、社会通念上相当と認められる範囲に

おいて、調査研究のための一種の経費として、政務調査費を充てることができると解するのが相当である。

【平成20年２月４日／名古屋高等裁判所金沢支部／第１部／判決／平成18年（行コ）第８号】
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（【平成18年６月19日／金沢地方裁判所／判決／平成17年（行ウ）第６号】を引用）

　・政務調査費を飲食代金として会議費費目で支出することは、正当な目的を有する政務調査費との関係で必要性

があり、かつ金額についても社会通念上相当であると具体的に認められない限り、本県使途基準に反するとい

うべきである。

【平成22年３月23日／最高裁判所第三小法廷／判決／平成21年（行ヒ）第214号】　

　・議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断に

ゆだねられる部分があることも確かである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受け

る。

　　平成23年６月３日

山形県立中央病院長　　小　　　田　　　隆　　　晴

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　ガンマナイフ用コバルト60線源　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県立中央病院経営戦略課用度係　山形市大字青柳1800番地　電話番号023(685)2623

３　随意契約の相手方を決定した日　平成23年４月28日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　社団法人日本アイソトープ協会　東京都文京区本駒込二丁目28番45号

５　随意契約に係る契約金額　61,288,500円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）第10条第１項第１号該当

正　　　　　誤
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